
ショートステイサービスあすなろ 利用料金表 (H２４.４から）

１日の基本料金＝利用者分10％+食費+居住費+各加算

要介護度 単位 国保分90％
利用者分10％

段階
食費 居住費 １日あたり合計

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）

要支援　１ 533 4,925 548

第 １ 段 階 300 820 1,668

第 ２ 段 階 390 820 1,758

第 ３ 段 階 650 1,310 2,508

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,268

要支援　２ 662 6,118 680

第 １ 段 階 300 820 1,800

第 ２ 段 階 390 820 1,890

第 ３ 段 階 650 1,310 2,640

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,400

要介護　１ 711 6,570 731

第 １ 段 階 300 820 1,851

第 ２ 段 階 390 820 1,941

第 ３ 段 階 650 1,310 2,691

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,451

要介護　２ 781 7,218 802

第 １ 段 階 300 820 1,922

第 ２ 段 階 390 820 2,012

第 ３ 段 階 650 1,310 2,762

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,522

要介護　３ 854 7,893 877

第 １ 段 階 300 820 1,997

第 ２ 段 階 390 820 2,087

第 ３ 段 階 650 1,310 2,837

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,597

要介護　４ 924 8,540 949

第 １ 段 階 300 820 2,069

第 ２ 段 階 390 820 2,159

第 ３ 段 階 650 1,310 2,909

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,669

要介護　５ 993 9,178 1,020

第 １ 段 階 300 820 2,140

第 ２ 段 階 390 820 2,230

第 ３ 段 階 650 1,310 2,980

第 ４ 段 階 1,570 2,150 4,740

送迎加算（利用者のみ）片道 １ ８ ９ 円

　　他療養食加算等状況に応じ
　　加算となります。

サービス提供加算Ⅰ １ 日 １ ３ 円

夜間職員配置加算Ⅱ 1 日 １ ９ 円

緊急短期入所体制確保加算 １ 日 ４ １ 円

介護職員処遇改善加算Ⅰ
各単位数の1000分の25に相当する単位数に10.27を乗じて
算出した金額の10分の1に相当する金額

第１段階 市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 または生活保護費受給者

第２段階 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

第３段階 市町村民税非課税世帯で第２段階以外の方　（課税年金収入８０万超２６６万未満など）

第４段階 上記以外の方
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